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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
我
が
国
の
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
計
画
的
な
更
新
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
と
し
て
必
要
に
応
じ
社
会
資
本
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
き
て

り
ょ
う

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
に
掲
げ
る
道
路
の
一
部

を
構
成
す
る
橋
長
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
梁
（
横
断
歩
道
橋
を
除
く
。
）
の
数
は
、
平
成
十
九
年
四
月
現
在
、
約
十
五
万

二
千
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
平
成
二
十
一
年
四
月
現
在
に
お
い
て
建
設
か
ら
五
十
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
も
の
の
割
合
は
約

八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
三
条
に
掲
げ
る
道
路
の
一
部
を
構
成
す
る
ト
ン
ネ
ル
の
数
は
、
平
成
十
九
年
四
月
現

在
、
約
九
千
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
平
成
二
十
一
年
四
月
現
在
に
お
い
て
建
設
か
ら
五
十
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
も
の
の
割

合
は
約
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

堤
防
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
管
理
す
る
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
級
河
川
の
区
間
に
お
け
る
堤
防
の
総
延
長
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
現
在
、
約
一
万
七
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

と
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
築
後
の
年
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
順
次
盛
土
す
る
こ
と
に
よ
り
築
造
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

一



た
め
困
難
で
あ
る
が
、
堤
防
の
維
持
管
理
の
一
環
と
し
て
、
巡
視
及
び
点
検
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
防
波
堤
に
つ
い
て
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
港
湾

に
お
け
る
防
波
堤
の
総
延
長
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
現
在
、
約
五
百
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
同
月
現
在

に
お
い
て
建
設
か
ら
五
十
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
も
の
の
割
合
は
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
維
持
・
更
新
に
必
要
な
費
用
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、

お
尋
ね
の
「
現
状
及
び
今
後
の
見
通
し
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
の
高

度
経
済
成
長
期
に
集
中
的
に
整
備
さ
れ
た
社
会
資
本
が
今
後
急
速
に
老
朽
化
す
る
こ
と
か
ら
、
社
会
資
本
の
維
持
管
理
及
び

更
新
に
要
す
る
費
用
は
増
大
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
お
り
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
財
政
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と

も
踏
ま
え
る
と
、
社
会
資
本
の
計
画
的
な
更
新
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
地
方
公
共

団
体
に
よ
る
社
会
資
本
の
長
寿
命
化
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
の
策
定
を
促
進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
社
会
資
本
の
計

画
的
な
更
新
等
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二


